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全国

地方税計 地方法人二税 固定資産税

地方税各税目の人口一人当たり税収額（平成22年度決算額）

※ いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額に基づくものである
※ 地方税計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである
※ 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税(均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く
※ 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額であり、超過課税分を除く
※ 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く
※ 「最大／最小」は、各都道府県の人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である
※ 人口は、平成23年３月31日現在の住民基本台帳人口による
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個人住民税 地方消費税

最大／最小：２．６倍

３５．２兆円

最大／最小：５．４倍

４．６兆円

最大／最小：２．３倍

８．９兆円
最大／最小：２．９倍

１１．３兆円

最大／最小：２．０倍

２．６兆円
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地方たばこ税 軽油引取税

地方税各税目の人口一人当たり税収額（平成22年度）

最大／最小： １．６倍
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最大／最小： ３．４倍

０．９兆円
※ いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額に基づくものである
※ 地方たばこ税の税収額は、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の合計額である
※ 自動車税の税収額は、超過課税分を除いた額である
※ 軽油引取税の税収額は、平成21年度改正前の目的税分を含む額である
※ 「最大／最小」は、各都道府県の人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である
※ 人口は、平成23年３月31日現在の住民基本台帳人口による
※ （参考）は平成21年度の人口一人当たりの県内総生産額である
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地方税計 一般財源

人口一人当たりの税収等（県・市町村分合計）（平成22年度）

※いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額に基づくものである
※「地方税計」、「歳出総額」及び「一般財源」は平成22年度決算額。「留保財源＋財源超過額」は平成22年度普通交付税算定における標準税収入額の25%相当額に、財源超過団体について財源超過額を加算

した数値である
※「一般財源」は、地方税（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債発行可能の合計額
※「地方税計」は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである
※「最大／最小」は、各都道府県の人口一人当たり額の最大値を最小値で割った数値である
※人口は平成22年度末時点の住民基本台帳人口による
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歳出総額

最大／最小：２．６倍
東京都のシェア １６．５％

３５．２兆円

留保財源＋財源超過額

最大／最小：２．６倍
東京都のシェア １０．５％

１００．７兆円

最大／最小：２．２倍
東京都のシェア １０．５％

５５．２兆円

最大／最小：４．０倍
東京都のシェア ２３．５％

８．４兆円
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地方税計 一般財源

税収等（県・市町村分合計）の基準財政需要額に対する比率（平成22年度）

※いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額である

※「地方税計」、「歳出総額」及び「一般財源」は平成22年度決算額。「留保財源＋財源超過額」は平成22年度普通交付税算定における標準税収入額の25％相当額に、財源超過団体について財源超過額を

加算した数値である

※基準財政需要額は、平成22年度再算定後の数値であり臨時財政対策債発行可能額を含む

※「一般財源」は、地方税（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債発行可能額の合計額

※「地方税計」は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである

※「最大／最小」は、各都道府県ごとの基準財政需要額及び臨時財政対策債発行可能額に対する各数値の割合の最大値を最小値で割った数値である
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最大／最小：４．７倍 最大／最小：１．５倍最大／最小：１．５倍 最大／最小：７．３倍(%) (%) (%) (%)
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１ 「一般財源」、「留保財源」、「財源超過額」、「基準財政需要額」等について

基準財政需要額

基準財政収入額

基準財政収入額

普通交付税

留保財源

留保財源

財源超過額

（交付団体）

（不交付団体）

２ 「地方税計」には地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外税の額を除く
３ 「歳出総額」は一般財源のほか国庫補助金、地方債等を財源とするものを含めた、地方団体が行政

サービスの提供等に要したすべての経費（基準財政需要財政額より大きくなる）
４ 「一般財源」は使途が特定されず、地方団体がどのような経費にも使用できる財源であり、地方税

（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金及び地方交付税の総額
５ 人口１人当たりの税収額の指数は、各都道府県の地方税収額（市町村分を含む。以下同じ）を人口で

除して「各都道府県の人口１人当たりの税収額」を、全国計の地方税収額を全国の人口で除して「全国
の人口１人当たりの税収額」を算出し、前者を後者で除して１００倍したもの

（説明）

一般財源

標準税収入

一般財源

標準税収入

（注）地方譲与税等を
省略した概念図

第２回検討会
事務局提出資料
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地方税計 一般財源

人口一人当たりの税収等（県・市町村分合計）（平成22年度）

※いずれの数値も道府県分と市区町村分の合計額に基づくものである
※「地方税計」、「歳出総額」及び「一般財源」は平成22年度決算額。「留保財源＋財源超過額」は平成22年度普通交付税算定における標準税収入額の25%相当額に、財源超過団体について財源超過額を加算

した数値である
※「一般財源」は、地方税（超過課税を除く）、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債発行可能額の合計額
※「地方税計」は、地方法人特別譲与税の額を含み、超過課税、法定外普通税及び法定外目的税を除いたものである
※「最大／最小」は、各都道府県の人口一人当たり額の最大値を最小値で割った数値である
※人口は平成22年度末時点の住民基本台帳人口による
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69.2
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富山県

和歌山県

香川県

山梨県

佐賀県

福井県

徳島県

高知県

島根県

鳥取県

歳出総額

最大／最小：２．６倍
東京都のシェア １６．５％

３５．２兆円

留保財源＋財源超過額

最大／最小：２．６倍
東京都のシェア １０．５％

１００．７兆円

最大／最小：２．２倍
東京都のシェア １０．５％

５５．２兆円

最大／最小：４．０倍
東京都のシェア ２３．５％

８．４兆円
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福岡県
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京都府
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宮城県

長野県
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福島県
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栃木県
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熊本県

鹿児島県

山口県

愛媛県

長崎県

沖縄県

奈良県

青森県

滋賀県

岩手県

大分県

山形県

石川県

宮崎県

秋田県

富山県

和歌山県

香川県

山梨県

佐賀県

福井県

徳島県

高知県

島根県

鳥取県

基準財政需要額

最大／最小：２．４倍
東京都のシェア ８．３％

４８．５兆円

第２回検討会
事務局提出資料 一部加工
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H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 試算① 試算②

財源超過額（臨時財政対策債発行可能額振替前）及び財源不足額の推移

財源超過額（都道府県分）

財源超過額（市町村分）

地方財政全体の財源不足額

（兆円） （兆円）

※１： 財源超過額及び財源不足額は、臨時財政対策債発行可能額振替前の数値であり、一本算定ベースである。

※２： 平成24年度以前は再算定があった場合は再算定後の数値であり、平成25年度は当初算定の数値である。 
※３： 「試算①」は、

○基準税率を75％として、以下の考え方により消費税率の引上げの影響が平年度化した時点における財源超過額を試算したものである。

・ 基準財政需要額：社会保障の充実（消費税率5%引上げのうち1%程度）及び社会保障の安定化（消費税引上げに伴う社会保障支出の増）の地方分を平成25年度の社会保障 
   関係費（社会福祉費、（保健）衛生費、高齢者保健福祉費）の需要額で各団体に按分

 ・ 基準財政収入額：地方税に係る税制抜本改革法に基づく清算基準及び市町村への交付基準により配分（「消費に相当する額」により都道府県間で清算、引上げ分に係る市

   町村交付金は全額各市町村の人口で按分）

○地方法人特別税を法人事業税に復元した場合の財源超過額を試算したもので、復元による東京都の増収分の75%相当額を上乗せしたものである。

※４： 特別区の留保財源及び財源超過額については、都区合算により、東京都分として計上している。

試算①：地方消費税率（2.2%）引上げ＋ 
   地方法人特別税を法人事業税
   に復元した場合の試算 

試算②：①に加えて３％成長した場合
 の試算（平成29年度予測） 
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H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 試算① 試算② 

留保財源（不交付団体分）＋財源超過額（臨時財政対策債発行可能額振替前）及び財源不足額の推移 

留保財源（不交付団体分）＋財源超過額（都道府県分） 

留保財源（不交付団体分）＋財源超過額（市区町村分） 

地方財政全体の財源不足額 

（兆円） （兆円） 

※１： 財源超過額及び財源不足額は、臨時財政対策債発行可能額振替前の数値であり、一本算定ベースである。 
※２： 平成24年度以前は再算定があった場合は再算定後の数値であり、平成25年度は当初算定の数値である。 
※３： 「試算①」は、 
   ○ 基準税率を75％として、以下の考え方により消費税率の引上げの影響が平年度化した時点における留保財源及び財源超過額を試算したものである。 
   ・ 基準財政需要額：社会保障の充実（消費税率5%引上げのうち1%程度）及び社会保障の安定化（消費税引上げに伴う社会保障支出の増）の地方分を平成25年度の社会保障 
     関係費（社会福祉費、（保健）衛生費、高齢者保健福祉費の需要額で各団体に按分 
   ・ 基準財政収入額：地方税に係る税制抜本改革法に基づく清算基準及び市町村への交付基準により配分（「消費に相当する額」により都道府県間で清算、引上げ分 
     に係る市町村交付金は全額各市町村の人口で按分） 
   ○ 地方法人特別税を法人事業税に復元した場合の財源超過額を試算したもので、復元による東京都の増収分の75%相当額を上乗せしたものである。 
※４： 特別区の留保財源及び財源超過額については、都区合算により、東京都分として計上している。 

試算①：地方消費税率（2.2%）引上げ＋ 
      地方法人特別税を法人事業税 
      に復元した場合の試算 
試算②：①に加えて３％成長した場合 
      の試算（平成29年度予測） 
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H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 試算① 試算②

都区の財源超過額（臨時財政対策債発行可能額振替前）の推移

（億円）

※１： 財源超過額は、臨時財政対策債発行可能額振替前の数値であり、都区合算により算出した数値である（都分が財源不足、特別区が財源超過の場合、両者を合算）。

※２： 平成24年度以前は再算定があった場合は再算定後の数値であり、平成25年度は当初算定の数値である。 
※３： 「試算①」は、

○基準税率を75％として、以下の考え方により消費税率の引上げの影響が平年度化した時点における財源超過額を試算したものである。

・ 基準財政需要額：社会保障の充実（消費税率5%引上げのうち1%程度）及び社会保障の安定化（消費税引上げに伴う社会保障支出の増）の地方分を平成25年度の社会

   保障関係費（社会福祉費、（保健）衛生費、高齢者保健福祉費）の需要額で各団体に按分

  ・ 基準財政収入額：地方税に係る税制抜本改革法に基づく清算基準及び市町村への交付基準により配分（「消費に相当する額」により都道府県間で清算、引上げ分に係

   る市町村交付金は全額各市町村の人口で按分）

○地方法人特別税を法人事業税に復元した場合の財源超過額を試算したもので、復元による東京都の増収分の75%相当額を上乗せしたものである。

試算①：地方消費税率（2.2%）引上げ＋ 
地方法人特別税を法人事業税

  に復元した場合の試算
試算②：①に加えて３％成長した場合

 の試算（平成29年度予測） 
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H11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 試算① 試算②

都区の留保財源＋財源超過額（臨時財政対策債発行可能額振替前）の推移
（兆円）

※１： 財源超過額は、臨時財政対策債発行可能額振替前の数値であり、都区合算により算出した数値である（都分が財源不足、特別区が財源超過の場合、両者を合算）。

※２： 平成24年度以前は再算定があった場合は再算定後の数値であり、平成25年度は当初算定の数値である。 
※３： 「試算①」は、

○ 基準税率を75％として、以下の考え方により消費税率の引上げの影響が平年度化した時点における留保財源及び財源超過額を試算したものである。

・ 基準財政需要額：社会保障の充実（消費税率5%引上げのうち1%程度）及び社会保障の安定化（消費税引上げに伴う社会保障支出の増）の地方分を平成25年度の 
社会保障関係費（社会福祉費、（保健）衛生費、高齢者保健福祉費）の需要額で各団体に按分

   ・ 基準財政収入額：地方税に係る税制抜本改革法に基づく清算基準及び市町村への交付基準により配分（「消費に相当する額」により都道府県間で清算、引上げ分

に係る市町村交付金は全額各市町村の人口で按分）

○ 地方法人特別税を法人事業税に復元した場合の財源超過額を試算したもので、復元による東京都の増収分の75%相当額を上乗せしたものである。

試算①：地方消費税率（2.2%）引上げ＋ 
   地方法人特別税を法人事業税
   に復元した場合の試算 

試算②：①に加えて３％成長した場合
 の試算（平成29年度予測） 



基準財政需要額における昼間流入人口について

○ 普通交付税の基準財政需要額の算定においては、普通態容補正として、昼間流入
人口等を用いて、都市需要の割増を行っている。

（例）
・ 地域振興費
・ 消防費
・ 清掃費
・ 道路橋りょう費
・ 保健衛生費

・ その他の教育費
・ 高齢者保健福祉費
・ 商工行政費
・ 公園費
・ 都市計画費 など



地方交付税による財源保障・財源調整の状況(平成２３年度決算(復旧・復興、緊防除く))

0% 20% 40% 60% 80% 100%

島根県
高知県
鳥取県
岩手県
秋田県
徳島県
沖縄県
長崎県

鹿児島県
宮崎県

和歌山県
山形県
佐賀県
大分県
青森県
福井県
山梨県
熊本県
山口県
奈良県
新潟県
愛媛県
福島県
北海道
石川県
富山県
長野県
香川県
岡山県
岐阜県
宮城県
滋賀県
三重県
群馬県
広島県
京都府
栃木県
福岡県
兵庫県
茨城県
静岡県
大阪府
埼玉県
千葉県
愛知県

神奈川県
東京都

各種交付金 公債費 警察費 教育費 民生・衛生費 農林・土木費 総務費その他

地方税割合
地方税＋地方交付税＋地方譲与税 割合

※各都道府県の順番は地方税割合の低い順



倍

倍

税収に地方法人特
別税・譲与税を含ま
ない場合

倍

税収に地方法人特
別譲与税を加算した
場合

倍

５年
平均ベース

平成23年度
決算ベース

５年
平均ベース

平成23年度
決算ベース

2.53 倍 2.23 倍 16.2% 15.2% 0.079 0.068

2.89 倍 2.45 倍 17.3% 16.0% 0.094 0.079

2.32

2.46

最大/最小

実
　
績

　平成１７年度

　平成１９年度

　平成２３年度

試
　
算

平成23年度
決算ベース

５年
平均ベース

　地方消費税率を2.2%に引き上げた
場合

　さらに地方法人特別税・譲与税を
廃止し、法人事業税に復元した場合

ジニ係数東京都シェア

15.8%

0.07515.5%

0.082

3.20

3.10

0.11317.7%

0.10517.4%

都道府県税収の偏在度の変化 

※１：「ジニ係数」及び「最大/最小」は人口１人当たり税収額を基に算出し、また、「東京都シェア」は税収額を基に算出した。 

※２：「実績」欄の数値は、各年度の決算値（法定外税、旧法による税及び超過課税分は含まない。以下同じ。）を基に算出した。 

※３：「試算」欄の数値は、次の方法により試算した。 

  ① 「平成23年度決算」欄の数値は、平成23年度の決算値を基に試算した。 
  ② 「５年平均」欄の数値は、平成19～23年度の決算値の平均を基に試算した。その際、地方法人特別税・譲与税導入前及び平年度化前の平成19～21年度については、各年度の法人 

    事業税収額（平成20、21年度においては地方法人特別税収額を加えたもの）を税率比により按分して地方法人特別税額を推計した上で、譲与基準（平成22年国勢調査人口及び平成 

    21年経済センサス従業者数）により各都道府県に対する地方法人特別譲与税額を推計し、試算した。 

※４：人口は、各年度末の住民基本台帳人口による。なお、「試算」においては、平成23年度末の住民基本台帳人口を用いた。 

第２回検討会 
事務局提出資料 

一部加工 



倍

倍

税収に地方法人特別税・譲
与税を含まない場合 倍

税収に地方法人特別譲与
税を加算した場合 倍

税収のみ 倍

税収に地方法人特別譲与
税（推計）を加算した場合 倍

７年
平均ベース

平成23年度
決算ベース

７年
平均ベース

平成23年度
決算ベース

2.31 倍 2.23 倍 15.2% 15.2% 0.068 0.068

2.71 倍 2.45 倍 16.4% 16.0% 0.083 0.079

0.105

ジニ係数

　さらに地方法人特別税・譲与税を廃止し、
　法人事業税に復元した場合

　平成１９年度

最大/最小

2.42

2.92

2.32

2.46

3.20

3.10　平成１７年度

東京都シェア

17.4%

試
　
算

平成23年度
決算ベース

７年
平均ベース

　地方消費税率を2.2%に引き上げた場合

0.113

実
　
績

　
　７年平均
　（平成15～21年度）

0.095

0.076

17.0%

15.5%

15.8%

0.07515.5%

0.082　
　平成２３年度

17.7%

都道府県税収の偏在度の変化 

※１：「ジニ係数」及び「最大/最小」は人口１人当たり税収額を基に算出し、また、「東京都シェア」は税収額を基に算出した。 
※２：「実績」欄の数値は、各年度の決算値（法定外税、旧法による税及び超過課税分は含まない。以下同じ。）を基に算出した。 
    なお、７年平均（平成15～21年度）については、内閣府公表の「景気基準日付」における直近の景気循環（第14循環：平成14年１月～平成21年３月の約７年間）を基に税収が１年ずれて 
   反映されることを考慮し、平成15年度から21年度の税収額の平均値を基に算出（一部推計）した。（推計方法は※３に掲載） 
※３：「試算」欄の数値は、次の方法により試算した。 
  ① 「平成23年度決算」欄の数値は、平成23年度の決算値を基に試算した。 
  ② 「７年平均」欄の数値は、平成15～21年度の決算値の平均を基に試算した。その際、次のような調整を行った。 
   ○外形標準課税導入前（平成15年度）及び平年度化前（平成16年度）：資本金１億円超の普通法人の所得割額の1/4相当額を外形標準課税額とし、残った3/4相当額及び資本金１億円 
    以下の普通法人等の所得割の合計額を税率比により按分して地方特別法人税額を推計。 
   ○ 地方法人特別税・譲与税導入前（平成17年度～19年度）及び平年度化前（平成20～21年度）：各年度の法人事業税収額（平成20、21年度においては地方法人特別税収額を加えた 
    もの）を税率比により按分して地方法人特別税額を推計。 
   上記により算出した、各年度の地方法人特別税額の平均額から、譲与基準（平成22年国勢調査人口及び平成21年経済センサス従業者数）により各都道府県に対する地方法人特別譲 
   与税額を推計し、試算した。 
※４：人口は、各年度末の住民基本台帳人口による。なお、「試算」においては、平成23年度末の住民基本台帳人口を用いた。 



地方法人特別税・譲与税の制度創設時の偏在是正効果の推計

法
人
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業
税

（改正前）

賦課徴収
したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ

（改正後）

法
人
事
業
税

2.6兆円

（地方消費税１％
相当）

１／２ 人口
１／２ 従業者数

により按分・譲与

賦課徴収
したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ

(注2)

3.2兆円

制度創設時

制度創設時

※平成20年10月1日より施行

※ 地方消費税交付金の
交付基準と同様

地
方
法
人

特
別
税
（国
税
）

地
方
法
人

特
別
譲
与
税

偏在是正効果の推計

最大/最小 東京都シェア ジニ係数

暫定措置なし ３．０６倍 １７．４％ ０．１００

暫定措置あり ２．４３倍 １５．５％ ０．０７７

※１ 平成20年度地方財政計画における都道府県税の税収総額を、平成17年度決算を用いて按分し推計.

※２ 地方法人特別税・譲与税の制度創設時の規模2.6兆円を、地方法人特別税にあっては、平成17年度決算により按分し、

地方法人特別譲与税にあっては、譲与基準（H17年度国調人口及びH18年度事業所統計従業者数）により按分して推計
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都道府県税の偏在度（ジニ係数）の推移

法人二税

個人住民税

都道府県税全体

地方消費税

都道府県税収総額

（兆円）

（年度）
※１ ジニ係数は、人口１人当たり税収額を基に次の算式により算出。 ジニ係数＝〔共分散×２〕/〔都道府県数×平均値〕

※２ 税収は各年度の決算値であり、法定外税、旧法による税及び超過課税分を含まない。

なお、「法人二税」及び「都道府県税全体」は、東京都が徴収する特別区分の法人住民税を含まない。

また、「地方消費税」は平年度化した平成10年度から計上しており、税収額は清算後の額である。

※３ 人口は、各年度末の住民基本台帳人口による。

点線は、平成21年度以降において、地方法人

特別譲与税を加えた場合の偏在度を示す。
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テキストボックス
第９回検討会事務局提出資料



2.9 3.0 3.3 3.6 3.6
4.3

5.3
6.1 6.1 6.3

5.3
4.5 4.1 4.1

5.0 4.7
4.1 3.6 3.8 4.0

3.4 3.5 4.0 4.6
5.2 5.5 5.1

2.6 2.2 2.1
0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8

0.5 0.5 0.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

S57 58 59 60 61 62 63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

法人事業税、法人住民税（法人税割）の偏在度（ジニ係数）の推移

（年度）

県内純生産

法人事業税

（兆円）

法人住民税（法人税割）

法人住民税
（法人税割）税収

法人事業税収

※１ ジニ係数は、人口１人当たり税収額を基に次の算式により算出。 ジニ係数＝〔共分散×２〕/〔都道府県数×平均値〕

※２ 税収は各年度の決算値であり、超過課税分を含まない。また、「法人住民税（法人税割）」は、東京都が徴収する特別区分を含まない。

※３ 「県内純生産」は、内閣府「県民経済計算年報」に示された「産業」（「政府サービス生産者」及び「対家計民間非営利サービス生産者」以外のもの）の県内

要素所得を基に算出。

※４ 人口は、各年度末の住民基本台帳人口による。

点線は、平成21年度以降において、地方法人

特別譲与税を加えた場合の偏在度を示す。
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都道府県税の偏在度（最大/最小）の推移

法人二税

個人住民税

都道府県税全体

地方消費税

都道府県税収総額

（兆円）

（年度）
※１ 最大/最小は、人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割って算出。

※２ 税収は各年度の決算値であり、法定外税、旧法による税及び超過課税分を含まない。

なお、「法人二税」及び「都道府県税全体」は、東京都が徴収する特別区分の法人住民税を含まない。

また、「地方消費税」は平年度化した平成10年度から計上しており、税収額は清算後の額である。

※３ 人口は、各年度末の住民基本台帳人口による。

点線は、平成21年度以降において、地方法人

特別譲与税を加えた場合の偏在度を示す。

（倍率）
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法人事業税、法人住民税（法人税割）の偏在度（最大/最小）の推移

※１ 最大/最小は、人口１人当たり税収額の最大値を最小値で割って算出。

※２ 税収は各年度の決算値であり、超過課税分を含まない。また、「法人住民税（法人税割）」は、東京都が徴収する特別区分を含まない。

※３ 「県内純生産」は、内閣府「県民経済計算年報」に示された「産業」（「政府サービス生産者」及び「対家計民間非営利サービス生産者」以外のもの）の県内

要素所得を基に算出。

※４ 人口は各年度末の住民基本台帳人口による。

（倍率）

（年度）

県内純生産

（兆円）

法人住民税（法人税割）

法人事業税

法人住民税
（法人税割）税収

法人事業税収

点線は、平成21年度以降において、地方法人

特別譲与税を加えた場合の偏在度を示す。
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都道府県税の偏在度（東京都シェア）の推移

法人二税

個人住民税

都道府県税全体

地方消費税

都道府県税収総額

（兆円）

（年度）

※１ 東京都シェアは、全国の税収に対する東京都の税収の占める割合を示す。

※２ 税収は各年度の決算値であり、法定外税、旧法による税及び超過課税分を含まない。

なお、「法人二税」及び「都道府県税全体」は、東京都が徴収する特別区分の法人住民税を含まない。

また、「地方消費税」は、平年度化した平成10年度から計上しており、税収額は清算後の額である。

点線は、平成21年度以降において、地方法人

特別譲与税を加えた場合の偏在度を示す。

（％）
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法人事業税、法人住民税（法人税割）の偏在度（東京都シェア）の推移

（年度）

（％）
（兆円）

県内純生産

法人事業税

※１ 東京都シェアは、全国の税収に対する東京都の税収の占める割合を示す。

※２ 税収は各年度の決算値であり、超過課税分を含まない。また、「法人住民税（法人税割）」は、東京都が徴収する特別区分を含まない。

※３ 「県内純生産」は、内閣府「県民経済計算年報」に示された「産業」（「政府サービス生産者」及び「対家計民間非営利サービス生産者」以外のもの）の県内

要素所得を基に算出。

法人住民税（法人税割）

法人住民税
（法人税割）税収

法人事業税収

点線は、平成21年度以降において、地方法人

特別譲与税を加えた場合の偏在度を示す。
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